
国立大学法人岐阜大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成23年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成23年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,349 12,720 4,534
95 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

13,793 10,056 3,584 75
78

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,765 10,056 3,584 75
49

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,765 10,056 3,584 75
49

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

12,044 8,688 3,096

65
24
65

105

（地域手当）
（通勤手当）

（広域移動手当）
（単身赴任手当）

◇

国家公務員の給与法を参考として，期末特別手当の支給率を6月期に
ついては100分の5引き下げ，12月期については100分の5引き上げた。
国の指定職または他の国立大学法人の役員に対して支給される手当を
参考として，1月1日から地域手当，広域異動手当及び単身赴任手当を
規定した。

改定なし

国家公務員の給与法を参考として，期末特別手当の支給率を6月期に
ついては100分の5引き下げ，12月期については100分の5引き上げた。
国の指定職または他の国立大学法人の役員に対して支給される手当を
参考として，1月1日から地域手当，広域異動手当及び単身赴任手当を
規定した。

改定なし

就任・退任の状況
役名

その他（内容）
前職

　　　　本学が定める役員に支給する期末特別手当の額は，文部科学省国立大学法人評価委
　　　員会が行う業績評価の結果を勘案するとともに，その者の職務実績に応じ，経営協議会の
　　　議を経て，その額の100分の10の範囲内でこれを増額し，又は減額することができることと
　　　している。

国家公務員の給与法を参考として，期末特別手当の支給率を6月期に
ついては100分の5引き下げ，12月期については100分の5引き上げた。
国の指定職または他の国立大学法人の役員に対して支給される手当を
参考として，1月1日から地域手当，広域異動手当及び単身赴任手当を
規定した。

法人の長

A理事

B理事

C理事

D理事
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千円 千円 千円 千円

13,765 10,056 3,584 75
49

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

11,036 7,800 2,780 58
397

（地域手当）
（通勤手当）

3月31日

千円 千円 千円 千円

1,856 1,856 0 0
（　　　　）

3月31日 ※

注1：総額及び各内訳については千円未満切捨てのため，総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
注2：「前職」欄には，役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」，役員出向者「◇」，独立行政法人等の退職者「※」，退職公務員でその後独立行政法人等の
　　　退職者「＊※」，該当がない場合は空欄。

　　・「退職公務員」：常勤の国家公務員として職務に従事した者（下記①から③まで又は役員出向者に該当する者
　　　を除く。）とする。
　　　①専ら教育，研究又は医療に従事した者（大学教授，研究者，医師等）②国家公務員としての勤務が一時的
　　　　（原則として，任期の定めのある場合は1期，任期の定めのない場合は3年程度以下）であった者③国の機関
　　　の組織，業務を継承した独立行政法人等のプロパー職員（ただし，当該独立行政法人等の役員になる場合に
　　　限る。）
　　・「役員出向者」：国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）第8条第1項の規定に基づき，独立行政法人
      等役員として在職する者とする。
　　・「独立行政法人等の退職者」：独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）

　  　の対象法人の退職者とする。
注3：「地域手当」とは、民間における賃金物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されているもので
　　　ある。
注4：「広域異動手当」とは，勤務箇所を異にして異動した役員に支給しているものである。

３　役員の退職手当の支給状況（平成23年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

摘　　要

B監事
（非常勤）

E理事

A監事

監事
（非常勤）

法人の長

理事

監事

法人での在職期間
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Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成23年度における給与制度の主な改正点
　
　給与法を基本として，次のとおり改定した。
　①期末手当の支給率を6月期については100分の2.5引き下げ，12月期については100分の 2.5
　　引き上げた。
　②勤勉手当の支給率を100分の2.5引き上げた。
　③平成23年4月1日において43歳未満の職員のうち，平成22年1月1日において昇給した職員等
　　の号給調整を実施した。
　④月60時間を超える超過勤務時間の積算の基礎に法定休日における勤務の時間を含めることと
　　した。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

賞与：勤勉手当
（査定分）

制度の内容

　　　中期目標期間中の予算の年度展開を参考に，教育・研究活動及び大学運営に係る人材の
　　有効活用を推進するため，本学にて決定された当初予算の範囲内で最も効率的に運用でき
　　るよう人件費管理を行う。

　　　給与法に定める職種に応じた俸給表を参考とし，毎年の人事院勧告を基本として，給与水準
　　を決定する予定である。

　
　　　本学の定める人事評価の結果を基礎資料とし，職員が職務を通じて発揮している能力（職務
　　遂行能力）によって任用，給与等の処遇に反映させている。

昇給

昇格・降格

　
　　6月1日及び12月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し，基準日
　以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて，それぞれ支給割合を決定
　する。

　　昇給区分を５段階とし，毎年１月１日の昇給の日以前１年間におけるその者の勤務成績
　に応じて昇給させることができる。

　昇格：特に勤務成績が優秀で，かつ本学が定める必要経験年数を有している者は上位
　　　　　の職務の級に決定することができる。
　降格：勤務成績が不良な場合は，下位の職務の級に決定することがで きる。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1429 42.8 6,502 4,872 84 1,630
人 歳 千円 千円 千円 千円

289 41.6 5,221 3,947 104 1,274
人 歳 千円 千円 千円 千円

652 49.1 8,444 6,277 92 2,167
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

372 33.8 4,454 3,376 47 1,078
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 55.4 5,412 4,091 83 1,321
人 歳 千円 千円 千円 千円

30 36.4 6,020 4,621 89 1,399
人 歳 千円 千円 千円 千円

78 38.7 5,085 3,863 125 1,222
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

技能・労務職種

教育職種
(附属義務教育学校教員)

区分

常勤職員

うち所定内人員 うち賞与平均年齢
平成23年度の年間給与額（平均）

総額

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

再任用職員

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

在外職員

任期付職員
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人 歳 千円 千円 千円 千円

83 35.1 3,993 3,748 53 245
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 44.0 3,007 2,305 71 702
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 50.3 6,649 5,105 97 1,544
人 歳 千円 千円 千円 千円

62 32.3 3,932 3,932 45 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 26.8 3,532 2,736 33 796

〈年俸制適用者〉
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 44.0 5,527 5,527 74 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 36.3 5,548 5,548 77 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 48.7 5,921 5,921 71 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

注1：常勤職員については，在外職員，任期付職員及び再任用職員を除く。

注2：常勤職員のその他医療職種(看護師)及び非常勤職員の技能・労務職種については，該当者が2人以下のため，当該個人

　　　に関する情報が特定されるおそれのあることから，「平均年齢」以下の事項については記載していない。
注3：〈年俸制適用者〉常勤職員，在外職員及び再任用職員の区分については，該当者がいないため表を省略した。

注4：〈年俸制適用者〉任期付職員の事務・技術，非常勤職員の特定研究者及び特定研究支援者については，該当者が1人の

　　　ため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，「平均年齢」以下の事項については記載していない。
注5：「特任教員」とは，本学の運営上特に必要な授業，教育指導，研究，就職指導，入学試験，国際交流，地域連携等に携わ

　　　ることにより，本学の教育，研究等の一層の充実及び活性化に資することを目的として，雇用される者をいう。
注6：「特定研究者」とは，特定研究プロジェクトを推進するため，当該事業年度を超えない範囲で雇用される博士の学位を有す

　　　る者をいう。
注7：「特定研究支援者」とは，特定研究プロジェクトを推進するため，当該事業年度を超えない範囲で雇用される修士の学位を

　　　有する者をいう。

特定研究支援者

医療職種
（病院医療技術職員）

特定研究者

特任教員

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

任期付職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）
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②

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下，⑤まで同じ。
注2：事務・技術職員の２0歳～２3歳は，2名のため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，
      年間給与の第1・第3分位及び平均給与額については表示していない。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職員、任期付職員及び
再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕
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２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数
平均給与額
第３四分位
第１四分位
国の平均給与額

事務・技術職員 人
千円

0
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10,000
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２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

教育職員（大学教員） 人千円
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1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数
平均給与額
第３四分位
第１四分位
国の平均給与額

（医療職員（病院看護師） 人
千円
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（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

部長 7 56.9 9,131 9,471 10,040
課長 21 54.8 7,374 7,626 7,825
課長補佐 38 53.4 6,234 6,440 6,623
係長 102 44.5 5,087 5,456 5,888
主任 32 40.9 4,124 4,664 5,047
係員 89 29.1 3,067 3,394 3,678

（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

教授 261 56.6 9,200 9,811 10,471

准教授 214 46.3 7,589 7,917 8,356

講師 39 46.6 7,412 7,635 7,925

助教 137 40.0 5,828 6,483 7,075
助手 1 - -

（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 1 - -

副看護部長 3 50.8 - 6,759 -

看護師長 23 48.6 6,122 6,339 6,552

副看護師長 47 44.7 5,277 5,658 5,999
看護師 298 30.7 3,508 4,024 4,284

人員

平均

注2：副看護部長の該当者は4名以下のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることか

　　　ら，「第1分位」及び「第3分位」については記載していない。

分布状況を示すグ
ループ

平均年齢 平均

分布状況を示すグ
ループ

人員 平均年齢

人員

注1：「課長」には，課長相当職である「事務長」及び「事務主幹」を含み，「課長補佐」には「事務長補佐」

　　　を含み，「係長」には「専門職員」を含む。

注：助手の該当者は1名のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，「平均年齢」

　　　以下の事項については記載していない。

注1：看護部長の該当者は1名のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，「平均

　　　年齢」以下の事項については記載していない。

分布状況を示すグ
ループ

平均年齢

平均
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③

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的 係員 係員 係長 課長補佐 課長 課長 部長

な職位 主任 係長
人 人 人 人 人 人 人 人

289 50 43 128 38 15 9 6
（割合） （17.3%） （14.9%） （44.3%） （13.1%） （5.2%） （3.1%） （2.1%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

47～20 58～27 59～32 58～46 58～39 59～49 59～52

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,105 ～
 1,732

3,657 ～
 2,447

5,052 ～
 2,755

5,113 ～
 4,157

5,934 ～
 4,815

6,756 ～
 5,821

7,878 ～
 6,764

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,956 ～
 2,289

4,842 ～
 3,269

6,697 ～
 3,676

6,899 ～
 5,602

7,786 ～
 6,540

8,810 ～
 7,682

10,450 ～
 9,131

区分 ８級 ９級 １０級

標準的 部長 部長 部長

な職位
人 人 人

該当者なし 該当者なし 該当者なし

（割合）
歳 歳 歳

千円 千円 千円

千円 千円 千円

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標準的 助手 助教 講師 准教授 教授 教授

な職位
人 人 人 人 人 人 人

652 1 79 97 214 261 該当者なし

（割合） （0.2%） （12.1%） （14.9%） （32.8%） （40.0%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳

63～30 64～32 64～33 64～40

千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,348 ～
 3,133

6,431 ～
 4,337

6,858 ～
 4,224

9,387 ～
 5,738

千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,988 ～
 4,188

8,546 ～
 5,769

9,387 ～
 5,693

12,534 ～
 7,783

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的 准看護師 看護師 看護師長 副看護部長 副看護部長 看護部長 看護部長

な職位 助産師 副看護師長 看護師長
人 人 人 人 人 人 人 人

372 該当者なし 298 47 23 3 1 該当者なし

（割合） （80.1%） （12.6%） （6.2%） （0.8%） （0.3%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

59～23 57～32 56～41 53～48

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,743 ～
 2,442

5,116 ～
 3,355

5,141 ～
 4,162

5,105 ～
 4,835

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,295 ～
 3,227

6,816 ～
 4,390

6,942 ～
 5,609

6,890 ～
 6,641

注：1級における該当者が1名のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，

年齢（最高
～最低）

年間給与額
(最高～最

低)

 職級別在職状況等（平成24年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

人員

所定内給与
年額(最高～

最低)

　　「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

所定内給与
年額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

人員

年間給与額
(最高～最

低)

注：6級における該当者が1名のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，

年齢（最高
～最低）

　　「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

所定内給与
年額(最高～

最低)

年間給与額
(最高～最

低)

（事務・技術職員）

（教育職員(大学教員)）

（医療職員(病院看護師)）

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給与
年額(最高～

最低)

年間給与額
(最高～最

低)

人員
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④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

62.2 64.9 63.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉
相当）
（平均）

37.8 35.1 36.4

％ ％ ％

         最高～最低 47.6～32.9　　 46.4～30.7　　 45.2～32.0　　

％ ％ ％

64.6 67.4 66.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉
相当）
（平均）

35.4 32.6 34.0

％ ％ ％

         最高～最低 40.5～31.4　 37.8～29.0　　 39.1～30.2　　

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

62.7 65.4 64.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉
相当）
（平均）

37.3 34.6 35.9

％ ％ ％

         最高～最低 51.3～33.3　　 47.9～30.3　　 49.5～32.0　　

％ ％ ％

64.8 67.4 66.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉
相当）
（平均）

35.2 32.6 33.8

％ ％ ％

         最高～最低 45.2～32.2　 41.8～29.5　　 43.4～30.9

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉
相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

64.2 66.6 65.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉
相当）
（平均）

35.8 33.4 34.5

％ ％ ％

         最高～最低 40.5～31.7　 37.8～29.3　　 39.1～30.4　　

賞与（平成23年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

注：医療職員(病院看護師)における管理職員は1名のため，当該個人に関する情報が特定される

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

（教育職員(大学教員)）

区分

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

　　おそれのあることから記載していない。

（事務・技術職員）

区分

（医療職員(病院看護師)）

区分

管理
職員

一般
職員
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⑤

84.0

95.8

96.4

97.5

97.8

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 90.1

参考 学歴勘案　　　　　　 84.1

地域・学歴勘案　　　90.2

○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　　 97.2

参考 学歴勘案　　　　　　 95.4

地域・学歴勘案　　　99.0

・教育職員(大学教員)と国家公務員との給与水準の比較指標 93.9

(注)上記比較指標は，法人化前の国の教育職(一)と行政職(一)の年収比率を基礎に，平成23年度の
　　　教育職員(大学教員)と国の行政職(一)の年収比率を比較して算出した指数である。

内容

　給与水準の適切性の
　検証

対国家公務員　　84.0

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　38.0％
（国からの財政支出額　14,240,102千円，支出予算の総額　37,431,579千円：
平成23年度予算）

【検証結果】
国からの財政支出額に占める給与，報酬等支出総額の割合は約73.5％
であるが，支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は38.0％
であり，また，事務・技術職員の対国家公務員指数が84.0であることか
ら，人件費，給与水準は国からの財政支出額に大きな影響を与えてい
ない。

項目

現在の状態を維持し，今後も給与水準の適切性に努めていきたい。

【主務大臣の検証結果】
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水準
は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　38.0％
（国からの財政支出額　14,240,102千円，支出予算の総額　37,431,579千円：
平成23年度予算）

【検証結果】
国からの財政支出額に占める給与，報酬等支出総額の割合は約73.5％
であるが，支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は38.0％
であり，また，医療職員（病院看護師）の対国家公務員指数が97.5で
あることから，人件費，給与水準は国からの財政支出額に大きな影響
を与えていない。

指数の状況

国に比べて給与水準が
高くなっている定量的な
理由

講ずる措置

講ずる措置

内容

現在の状態を維持し，今後も給与水準の適切性に努めていきたい。

項目

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／
医療職員（病院看護師））

対国家公務員　　97.5

【主務大臣の検証結果】
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水準
は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

国に比べて給与水準が
高くなっている定量的な
理由

（事務・技術職員）

　対国家公務員（行政職（一））

　対他の国立大学法人等

指数の状況

（教育職員(大学教員)）

　対他の国立大学法人等

（医療職員(病院看護師)）

　対国家公務員（医療職（三））

　対他の国立大学法人等
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成23年度）

前年度
（平成22年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

注1：｢非常勤役職員等給与｣においては，寄附金，受託研究費その他競争的資金等により雇用される
　　職員に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため，財務諸表附属明細書の｢１７　
　　役員及び教職員の給与の明細｣における非常勤の合計額と一致しない。
注2：「退職手当支給額」欄は，国の常勤職員に相当する，法人の常勤職員に係る退職手当支給額を
　　 計上している。

総人件費について参考となる事項
① 「給与，報酬等支給総額」の減は，年間平均支給人員数の減（△13名）が主な要因である。
　　また，「最広義人件費」の増は，「非常勤役職員等給与」の増及びそれに伴う「福利厚生費」
　　の増が主な要因である。
②ⅰ）中期目標に示された人件費削減の取組に関する事項
　　・「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第
　　　４７号）に基づき，平成１８年度以降の５年間において国家公務員に準じた人件費削減を行う。
　　　更に，「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に
　　　基づき，国家公務員の改革を踏まえ，人件費改革を行う。
　ⅱ）中期計画において設定した削減目標，国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針
　　・「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第
　　　４７号）に基づき，国家公務員に準じた人件費改革に取り組み，平成１８年度からの５年間にお
　　　いて，△５％以上の人件費削減を行う。更に，「経済財政運営と構造改革に関する基本方針
　　　２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき，国家公務員の改革を踏まえ，人件費改革を
　　　平成２３年度まで継続する。
　　・事務・管理業務の合理化，効率化と事務組織の見直しを行い，人件費を抑制する。
　　・教員，技術職員及び非常勤講師の適正な配置を行うなどの人員配置の効率的運用を推進する。
　ⅲ）人件費削減の取組の進ちょく状況
　　　・当年度までの各年度の人件費削減率

計算式＝（各年度の金額－基準年度の金額）÷基準年度の金額×１００
　　　・当年度までの各年度の人件費削減率（補正値）

計算式＝（（各年度の金額－基準年度の金額）÷基準年度の金額×１００）－（基準年度
から当年度までの各年度の行政職（一）職員の平均年間給与の増減率の和）

【主務大臣の検証結果】
　平成22年度までの5年間で5％以上削減を達成し，平成23年度も人件費改革を継続しており問題ないと考える。

基準年度
（平成17年

度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

12,131,300 11,795,458 11,550,244 11,352,266 10,828,246 10,522,652 10,469,794

△ 2.8 △ 4.8 △ 6.4 △ 10.7 △ 13.3 △ 13.7

△ 2.8 △ 5.5 △ 7.1 △ 9.0 △ 10.1 △ 10.3

　注1：「人件費削減率（補正値）」とは，「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告
　　　　を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり，平成18年，平成19年，平成20年，
　　　　平成21年，平成22年及び平成23年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0％，0.7％，
　　　　0％，▲2.4％，▲1.5％，▲0.23％である。
　注2：基準年度（平成17年度）の給与，報酬等支給総額は，法人移行時の人件費予算相当額を基礎に算出した
　　　　平成17年度人件費予算相当額である。
　注3：平成23年度の人件費削減率（補正値）では▲10.3％という数値であるが，人勧部分の補正を考慮しない場合
　　　　（実態ベース）では，▲10.5％という数値となる。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連することについて
〈役員〉
・平成24年7月から実施
〈職員〉
・平成24年7月から実施

315,494

比較増△減区　　分

（△0.5） （△0.5）

1,240,928 △ 225,353

△ 52,858

4,291,531 3,976,037

（△18.2）

10,469,794

(7.9)

△ 52,858

（△18.2）△ 225,353

(0.9)

(6.8)

315,494

1,722,123

(7.9)

117,097 (6.8)

10,522,652
給与、報酬等支給総額

(0.9)17,616,120 17,461,740 154,380 154,380

中期目標期間開始時（平成22
年度）からの増△減

人件費削減率（補正
値）（％）

1,015,575

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

最広義人件費

退職手当支給額

人件費削減率
（％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

1,839,220 117,097

非常勤役職員等給与

福利厚生費
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